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１ 指定管理者の指定の方針 

本仕様書は、御殿場市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が御殿場市立図書館の

管理運営を行う指定管理者を指定するにあたり、指定管理者が管理運営業務を実施する際の、

教育委員会が要求する水準を示すものである。 

指定管理者に、現在より低コストでサービス水準の向上を期待しており、本書の水準を満

たす限りにおいて自由に事業計画を立てられるものとするが、その際には本仕様書等より示

された諸条件を必ず遵守し、その他内容についても十分留意すること。 

 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

御殿場市立図書館を管理運営するにあたっては、「公の施設」であることを念頭に置き、

図書館法を始めとする関係法令を遵守し、図書館法第７条の２に基づく「図書館の設置及び

運営上の望ましい基準」を尊重するとともに、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（１）図書館は市民の教育と文化の発展に寄与するために設置された施設であるという理念に

基づき、管理運営を行うこと。 

（２）利用者が利用しやすいようにサービスの向上に努めること。 

（３）各施設の効用を最大限に発揮させ、管理運営経費の削減に努めること。 

（４）教育委員会の意図することに従い、常に善良な管理者の注意をもって管理に努めるこ 

と。 

（５）公平な運営を行うこととし、特定の個人や団体等に有利あるいは不利となる運営をしな

いこと。 

（６）個人情報保護を遵守すること。 

（７）業務上知り得た内容を第三者に漏らすこと及び自己の利益のために使用しないこと。指

定期間終了後も同様とする。 

（８）御殿場市環境マネジメントシステムに基づいて、環境に十分に配慮した指定管理業務の

実施に努めること。 

（９）様々な媒体を用いて適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図り、利用者数

の増加に努めること。 

（10）市内を拠点とする図書館関係団体を始めとした社会教育団体と相互連携を図り、市内に

おける社会教育活動の振興と発展に協力すること。 

（11）新型コロナウイルス感染症に対する万全の対策を取り、コロナ禍における社会教育活動

の振興に寄与するとともに、コロナ後を見据えた新たな事業を提案すること。 

 

３ 管理の対象となる施設とその概要 

 指定管理の対象となる施設とその概要は、以下のとおりである。なお、特に断りの無い場

合は、これら施設を総称して以下「図書館」という。 
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（１）御殿場市立図書館 

① 所 在 地 御殿場市萩原５８０番地の２ 

② 施設概要 ア 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上２階 

イ 敷地面積 ７８６１．４７㎡ 

ウ 建築面積 １９０１．３８㎡ 

エ 延床面積 ２３８２．８６㎡ 

オ 駐 車 場 ４５台（障がい者専用駐車場３台を含む） 

カ 駐 輪 場 ４０台程度 

キ 館内施設 公募要項添付資料４「御殿場市立図書館館内図」を参照 

③ 開 館 昭和５６年１１月３日 

④ 蔵書点数 約２８０，０００冊（富士岡地区図書館・移動図書館を含む。） 

（２）富士岡地区図書館（分室） 

① 所 在 地 御殿場市中山４３５番地の１ 市役所富士岡支所内 

② 施設概要 ア 延床面積 ４２．１２㎡（図書館部分のみ） 

※構造、敷地面積及び建築面積は、施設が市役所富士岡支所の一部を

利用していることから省略する。 

イ 駐 車 場 市役所富士岡支所と共用 

③ 開 館 昭和６２年７月２２日 

④ 蔵書点数 約８，５００冊 

（３）移動図書館 

  ① 名  称 移動図書館車ライオンズ号 

② 車 両 日野３．５ｔトラック（イズミ車体特製） 

③ 積載量（書籍） 約３，６００冊 

④ 初年度登録年月日 平成２３年１２月１２日 

⑤ そ の 他 御殿場市立図書館配置 

（４）利用状況等  

利用状況等については、御殿場市立図書館利用実績資料「御殿場市立図書館入館者・蔵

書数等一覧表」のとおり。 

（５）現在の管理運営体制 

直営により運営。但し、窓口業務等の一部業務について、シダックス大新東ヒューマン

サービス(株)に、令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで委託している。 

 

４ 開館時間 

（１）御殿場市立図書館 

   午前９時から午後９時まで 

（２）富士岡地区図書館 
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   午後１時から午後５時まで 

（３）移動図書館 

   市内４０箇所（２週間毎に巡回） 午前２か所 午後３か所 

   ステーション開設時間 １箇所につき４５分間 

 

５ 休館日 

（１）御殿場市立図書館 

① 毎週月曜日（その日が休日「国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)」

に規定する日の場合はその翌日） 

② 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

③ 特別整理期間（毎年冬季の５日間） 

（２）富士岡地区図書館 

① 日曜日、月曜日、土曜日、及び休日 

② 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

③ 特別整理期間（毎年冬季の５日間） 

（３）移動図書館 

① 日曜日、月曜日、土曜日、及び休日 

② 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

③ 特別整理期間（毎年冬季の５日間） 

④ 雨天、強風時等ステーション開設が困難と認められる場合 

 

６ 管理の指定期間 

（１）指定期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までとする。ただし、御殿場市の公の施設に

係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第１４条に規定される「市長が管理を継続す

ることが適切でないと認める場合」には、その指定を取り消すことがある。 

（２）指定を取り消す場合の注意 

指定を取り消す場合、指定管理者に対し、教育委員会は賠償責任を負わない。また、取

り消しに伴う教育委員会の損害について、指定管理者に損害賠償請求を行う場合がある。 

 

７ 法令等の遵守 

（１）法令等の遵守 

図書館の管理運営に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づかなければ

ならない。なお、指定期間中に以下に規定する法令及び例規に改正があった場合は、改正

された内容を仕様とする。 

① 地方自治法 
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② 教育基本法 

③ 社会教育法 

② 図書館法 

③ 著作権法 

④ 子どもの読書活動の推進に関する法律 

⑤ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

⑥ 労働基準法その他労働関係法令 

⑦ 消防法その他施設の維持管理関係法令 

⑧ 御殿場市の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

⑨ 御殿場市立図書館条例及び同条例施行規則 

⑩ 御殿場市個人情報保護条例 

⑪ 御殿場市暴力団排除条例 

⑫ 御殿場市公文書公開条例及び同条例施行規則 

⑬ その他図書館の管理運営に関係するすべての法令、計画、施策等 

（２）図書館に関する宣言・綱領等の遵守 

 指定管理者及び管理施設に勤務する職員は、「ユネスコ公共図書館宣言 １９９４年」

において示されている公共図書館の本質的役割や目的を念頭に置き、公益財団法人日本図

書館協会が定める「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館職員の倫理綱領」を遵守す

ること。 

 

８ 現御殿場市立図書館から新御殿場市立図書館への移転について 

現行の御殿場市立図書館（以下、「現御殿場市立図書館」という。）は、令和３年１月に策

定した「御殿場市立図書館等整備基本構想」を受け、移転・新築することとなった。現在、

郷土資料館を複合化した新たな御殿場市立図書館（以下、「新御殿場市立図書館」という。）

の整備事業を進めており、御殿場市民交流センターふじざくら南側へ移転し、令和８年４月

に開館する予定である。 

これに伴い、現御殿場市立図書館は令和７年９月末をもって休館となり、令和７年度末で

閉館する予定となっている。 

休館中の管理運営体制や業務内容については、各項目を参照のこと。 

 

９ 教育委員会職員の指定管理施設への常駐勤務について 

新図書館等整備事業に係る事務及び現御殿場市立図書館における教育委員会が担当する

事務の円滑な遂行並びに教育委員会と指定管理者との確実な連携を鑑み、令和５年４月以降、

教育委員会職員が指定管理施設である現御殿場市立図書館へ数名程度常駐して勤務するこ

とを予定している。指定管理者は、現御殿場市立図書館に常駐する教育委員会職員と連携・

協力して施設の管理運営を行うこと。 
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１０ 管理運営体制 

（１）職員の配置 

図書館の管理運営を実施するため、以下の事項に留意し、図書館に館長、副館長等必要な

職員を配置するとともに、配置する職員の勤務形態は、労働基準法等その他労働関係法令を

遵守し、図書館の管理運営に支障がないようにすること。 

① 各施設等に、次に掲げる人数以上の職員を配置すること。 

 御殿場市立図書館 富士岡地区図書館 移動図書館 

開館日  ７人※１ １人 ２人 

昼 休※２  ４人※１ － － 

夜 間※３ ４人 － － 

※１ 図書館の開館日及び昼休みの配置は、利用者の人数により適宜配慮すること。 

※２ 昼休みは、午後０時から午後１時３０分をいう。 

※３ 夜間は、午後５時以降をいう。 

※４ 令和７年１０月以降の体制については（６）を参照すること。 

 

② 御殿場市立図書館に館長及び副館長を配置し、開館時間中は、館長又は副館長のいず

れかが在館すること。なお、館長は、富士岡地区図書館及び移動図書館並びに御殿場市

富士山市民のサロンけやきかんの管理運営責任者を兼ねることとする。 

③ 館長及び副館長を含めた職員の５５％以上は、司書資格保有者とすること。なお、休

職・休業中の職員は、割合計算の人数に含めない。 

④ 開館中は、常に司書資格保有者が、配置人数の半数以上勤務していること。 

⑤ 移動図書館車を運転できる者を配置すること。 

⑥ 郷土資料の担当者を配置すること。 

⑦ レファレンスに対応できるよう業務経験のある司書資格保有者を配置すること。 

⑧ 土曜日、日曜日、休日及び小・中学校の休業期間中等の繁忙期には①の表にかかわら

ず、職員を適切に配置すること。 

⑨ 業務に従事する職員が頻繁に変わることがないようにすること。 

 

（２）職員の要件 

① 共通的事項 

職員は、直接雇用とすること。また、地域雇用創出の観点も踏まえ、原則として市内

在住者を雇用すること。 

  ② 館長 

 図書館の責任者として管理運営を統括し、また職員を指揮監督する責任者として、以

下の基準を満たす者を選任すること。 
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 ア 常勤であること。 

 イ 人格的に優れ、統率力があり、積極性・協調性があること。 

  ウ 図書館の管理運営についてビジョンを有していること。 

  エ 図書館を代表し、対外的な交渉を担う能力を有していること。 

  オ 図書館の管理運営業務に必要な知識があること。 

カ 公共図書館での実務経験年数が３年以上あること。 

キ 図書館業務以外の業務にも精通し、各所との統括・連携ができること。 

ク 司書資格を有していること。 

ケ 防火管理者の資格を有していること。 

コ 災害等発生時、迅速な対応が出来るよう市内在住者を選任するよう努めること。 

③ 副館長 

館長を補佐するとともに館長不在時にその職務を代理する責任者として、以下の基準

を満たす者を選任すること。 

ア 常勤であること。 

イ 人格的に優れ、統率力があり、協調性があること。 

ウ 図書館の管理運営業務に必要な知識・経験があること。 

エ 公共図書館での実務経験年数が１年以上あること。 

オ 司書資格を有していることが望ましい。 

カ 災害等発生時、迅速な対応が出来るよう市内在住者を選任するよう努めること。 

  ④ 司書職員 

    図書館勤務経験がある者の雇用に努めること。 

⑤ 移動図書館車運転手 

道路交通法に基づく大型自動車運転免許または中型運転免許所持者を保有し、以下の

基準を満たす者を選任すること。 

ア 大型自動車運転免許または中型運転免許の取得から２０年以上であり、業務に活

用してから５年以上であること。 

イ 過去の違反・事故が３年以上無い者。 

ウ 社内に車両運行を行う部署があり、運行に関する研修や車両のメンテナンスの実

施が可能であること。 

  ⑥ その他の職員 

専門性及び一般常識等を有することを考慮するとともに、接遇能力や対人関係の構築、

集団業務遂行の適正等にも配慮した者の雇用に努めること。 

 

（３）人材育成 

図書館の管理運営を円滑に遂行し、また、サービスの向上に努めるため、それに適う人材

の育成が必要であることを十分に認識して、以下の事項に取り組むこと。 
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① 職員に対して必要な研修を実施すること。なお、実施に際しては、図書館の管理運営

に関係する専門的な研修はもちろん、個人情報保護や接遇等の基本的な研修も併せて実

施すること。 

② 具体的な研修計画を立てること。 

③ 文部科学省や静岡県立図書館等の外部団体が開催する研修に、積極的に参加すること。 

④ 研修に係る費用は、指定管理者の負担とする。 

 

（４）業務の適正処理 

次の事項に留意して業務を円滑に処理するよう、万全を期すこと。 

① 市の信用を失墜する行為をしないこと。 

② 職員の身だしなみや言葉遣いは、利用者に不快感を与えないよう十分注意すること。 

③ 業務中は名札を着用するとともに、統一した服装（制服もしくはエプロン等）を着用

すること。 

④ 館長及び副館長は、御殿場市・小山町広域行政組合消防本部が主催する普通救命講習

を受講し、応急処置やＡＥＤの操作方法について習得すること。また、その他の職員に

ついても積極的に習得できるようにすること。 

 

（５）職員用駐車場 

職員が使用する駐車場については以下のとおり。 

① 御殿場市立図書館 

敷地内において利用者用駐車場とは別に職員用駐車場１３台の駐車スペースがあり、

そのうち９台分について使用可能とする。なお、その台数を超える場合は、指定管理者

の責任において駐車場を確保すること。 

② 富士岡地区図書館 

市役所富士岡支所敷地内にある駐車スペースのうち１台分について支所と協議のう

え確保されており、指定管理後も引き続き使用可能とする。なお、その台数を超える場

合は、指定管理者の責任において駐車場を確保すること。 

 

（６）管理運営体制の届出 

毎年度、館長、副館長など管理運営体制に係る職務の責任の範囲、組織関係等を示したも

の及び資格・経験の有無等を記載した業務従事者名簿を事前に提出し、教育委員会から承認

を得なければならない。また、年度途中に管理運営体制に変更が生じた場合の手続も同様と

する。 

なお、館長及び副館長を変更する場合は、事前に教育委員会と協議を行い、その対応等に

ついて十分な説明を果たさなければならない。 
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（７）新御殿場市立図書館に伴う現御殿場市立図書館休館後の管理運営体制 

 現御殿場市立図書館は、新御殿場市立図書館への移転に伴い令和７年９月末をもって休館

し、令和７年度末をもって閉館することを予定している。 

  休館後の管理運営体制については、以下のとおりとする。 

 ① 館長を配置すること（令和８年３月末日まで）。 

② 館長とは別に、休館中の御殿場市立図書館における業務に従事する職員を１名配置す

ること（令和８年３月末日まで）。 

③ 富士岡地区図書館及び移動図書館は、令和７年１１月末日まで運営（１２月以降は定

期メンテナンスを実施）する予定であるため、必要な人員を配置すること。 

④ 休館中の御殿場市立図書館に勤務する職員の時間は原則、教育委員会職員の勤務時間

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）に準ずる。 

 

１１ 業務内容 

（１）図書館資料の管理 

① 資料の選定における基本的事項 

 指定管理者は、収集する図書館資料の選定を行うこと。選定した内容の確認、最終的

な決定及び予算の執行は、教育委員会が行う。 

ア 「御殿場市立図書館資料収集方針」、「御殿場市立図書館資料選定基準」及び「御殿

場市立図書館リクエスト処理内規」に基づき選定すること。 

イ 教育委員会から示された当該年度の図書購入費に基づき、計画的に選定すること。 

ウ 司書資格を有する職員を含む複数の職員で選定すること。 

エ 予約等の利用状況の把握やリクエスト等の利用者ニーズ、地域特性、蔵書構成等を

考慮して選定すること。 

② 資料の選定方法及び分類毎の特記事項 

ア 新刊図書の選定は、毎週行うこととし、指定管理者は、毎週発行される新刊目録冊

子等により新刊図書の選定を行い、選書リストを教育委員会に提出すること。なお、

リクエストされた資料の選定については、申込状況を都度確認し、毎週の選定に含め

ること。 

イ 毎週の選定のほか、ブックフェア等の見計らいによる選定や緊急的に購入の必要が

生じた場合は、事前に教育委員会にその旨を報告した上で、選定リストを教育委員会

に提出すること。 

ウ 逐次刊行物（新聞・雑誌）や新刊目録冊子等で自動購入とする資料は、年度当初に

教育委員会と指定管理者とで選書について協議し、決定する。 

エ 郷土資料については、特に「御殿場市立図書館資料選定基準」記載の事項に留意し

て選定すること。 

オ 逐次刊行物については、現在購入及び寄贈で受け入れている資料を原則継続して受
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け入れることを基本とし、年度当初に教育委員会と指定管理者とで受け入れる逐次刊

行物を協議し、決定する。 

※利用者のニーズ等に基づいた指定管理者による新規・廃止の提案は可能とする。 

※休刊等となった場合等の代替誌の選定については、その都度調整することとする。 

※静岡県東部地区図書館研究会の雑誌分担保存に関する協定書に基づき、永久保存雑

誌の分担保存を実施すること。 

カ 視聴覚資料については、年２回程度、選定すること。選定に当たっては、著作権法

の補償処理がなされており、貸出や閲覧が可能な資料を選定すること。 

③ 資料整理・配架 

 購入した資料の納品確認は、教育委員会が行う。指定管理者は、教育委員会から引き

渡された資料について速やかに装備し、図書館システムにて受入処理を行い、書架に配

架し、利用に供すること。なお、受入資料については、株式会社図書館流通センターか

ら提供されるＴＲＣマークによりシステム登録を行うこと。 

ア 図書の分類は、日本十進分類法を基本とすること。 

イ 現行資料に準じた装備を行うこととし、装備に必要な消耗品は指定管理者が負担す

ること。ただし、視聴覚資料の装備については、教育委員会の費用負担により装備業

務を委託している。 

ウ 指定管理者は、常に書架の整理整頓を実施する等、所蔵資料の定められた適切な配

置に努めるとともに、利用しやすい配架や書棚を有効活用する方法等について、工夫

に努めること。 

エ 別置コーナー等を積極的に設置、活用すること。 

オ 受入作業や返却作業が終わった資料は、ラベルや配架区分を確認し所定の書架に並

べること。 

カ 新聞は、受入れ後に速やかに配架すること。 

キ 配架場所が間違っている資料があれば、既定の書架に並べること。 

ク 利用者が資料を手にとりやすいよう、書架の調整をすること。 

④ 資料・書架管理 

ア 利用しやすい書架となるように、書架の整理整頓を随時行うこと。 

イ 汚れの目立つ資料は、速やかに清掃を行うこと。 

ウ 利用が少ない資料や古くなった資料等を閉架書庫に移動させるなどの資料の入れ

替えを行い、書架の鮮度を保つこと。 

エ 閉架書庫内の整理整頓を適宜行うこと。 

⑤ 資料の除籍 

指定管理者は、除籍する図書館資料の選定、除籍が決定した資料の除架及び除籍処理

を行うこと。選定した内容の確認及び最終的な決定は、教育委員会が行う。 

ア 「御殿場市立図書館資料除籍基準」に基づき選定すること。 
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イ 除籍リストを教育委員会に提出し、教育委員会の承認を得ること。 

ウ 除籍の決定した資料については、書架から除くとともにシステムにて除籍処理を行

うこと。 

エ 除籍処理した資料の内、リサイクル可能な資料については、リサイクルブックスと

して利用者に提供する等の有効な活用を図ること。 

オ 有効活用ができない除籍資料は適切に処分し、必要な費用は指定管理者が負担する

こと。 

⑥ 寄贈資料 

寄贈の受付は指定管理者が行うが、受入の可否は、教育委員会が決定する。 

ア 寄贈は申込書にて受付すること。その際、受け入れる寄贈資料の取扱いについて十

分な説明をすること。 

イ 寄贈資料の受付に際し、郷土資料等の資料的価値が高いと思われる資料がある場合

は、教育委員会文化財担当に報告し、連携して対応すること。 

ウ 受入が決まった寄贈資料は、必要な装備及び図書館システムにて受入処理を行った

後、配架すること。 

エ 受入をしない寄贈資料は状態を確認し、リサイクル可能な資料については、リサイ

クルブックスとして利用者に提供する等の有効な活用を図ること。 

⑦ 延滞資料等の督促に関すること 

ア 資料の延滞者に対して、郵送及び電話にて督促を行うこと。なお、郵送での督促は

月に１回、電話での督促は随時行うこととする。 

イ 予約がなされている資料については返却期限後速やかに督促を行い、予約処理の遅

延を招かないよう努めること。 

ウ 貸出時等に利用者に延滞資料があることが判明した場合は、口頭で返却を促すこと。 

⑧ 資料の修理に関すること 

ア 汚損、破損資料は、必要に応じて適切な修理を行うこと。 

イ 背表紙やラベル等が不鮮明になった資料は、新たに装備すること。 

ウ 特に資料的価値のあるものが汚破損した場合は、教育委員会に報告し、指示を受け

ること。 

⑨ 亡失・汚損等による資料の弁償に関すること 

返却資料に汚損・破損等があった場合の事実確認後及び利用者からの弁償申出によっ

て行う。 

ア 届出の受付、弁償資料の受取、システム処理等は指定管理者が行うが、弁償の決定

は教育委員会が行う。なお、弁償は当該資料と同一の資料の納入を原則とするが、同

一資料による賠償が困難な場合は教育委員会に報告し、協議すること。 

⑩ その他 

ア 購入及び寄贈された資料は、教育委員会に帰属する。 
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（２）図書館サービスに関する業務 

以下に示す業務内容は、そのすべてを網羅したものではなく、業務の実施に際しての具

体的な手法については指定管理者の創意と工夫による改善を求めるものである。 

現状で利用者に提供されるサービスについては継続を基本とするが、継続が困難となる

場合は、実施の有無について教育委員会と協議のうえ決定する。 

① 施設の利用に関する業務 

ア 開館業務に関すること 

開館時間までに利用者を迎えるための諸準備を行い、開館時間から図書館が利用で

きるようにすること。 

・通用口の開錠、機械警備の解除 

  ・玄関、傘置き場及び駐車場の開錠 

  ・国旗・市旗の掲揚（雨天の場合を除く） 

  ・自動ドア、照明及び空調の電源入れ 

  ・図書館システム等業務に必要な機器の起動 

  ・返却期限表示の日付変更 

  ・つり銭（両替）資金の準備 

  ・業務用品の確認、補充 

・会議室やおはなしのへやの利用表示変更 

・ブックポスト内の資料整理 

※ブックポスト返却資料等を回収し、回収資料の返却、回送、取置、配架を行う。 

※現在は、開館時においてもブックスポストを開放し、返却のみの利用者につい

てブックポストへの返却できるようにしている。 

     ・書架の整理 

   ・新聞の装備、配架 

   ・予約資料の確保、回送、取置 

   ・通用口の施錠、機械警備の開始 

  ・その他開館に必要な業務 

イ 閉館業務に関すること 

閉館のお知らせ及び全ての利用者の退館を確認し、整理整頓や機器の停止、点検等

の閉館するために必要な作業をするとともに、翌日の準備を行うこと。 

   ・国旗・市旗の降納（午後３時以降） 

   ・閉館アナウンス（閉館１５分前）及び館内の巡回 

   ・玄関、傘置き場及び駐車場の施錠 

・つり銭（両替）資金の確認、保管 

・図書館システム等業務に必要な機器の電源遮断 

・自動ドア、照明及び空調の電源断 
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・その他閉館に必要な業務 

ウ 資料整理日業務に関すること 

毎月、休館日のうちの１日を資料整理日とする。資料整理日には、開館日に行うこ

とが困難な作業（配架及び書架整理、不明リストによる書架点検、資料の修理・補修、

廃棄等）を中心に必要な業務を行うこと。 

エ 特別整理期間業務に関すること 

毎年、冬季の５日間を特別整理期間とする。特別整理期間では、全図書館資料を図

書館システムの所蔵登録データと照合し存在を点検（以下「蔵書点検」という。）し、

不明資料等の解明及び整理を行うこと。また、その他必要な業務を行うこと。 

不明資料のリストを作成し、教育委員会に提出すること。 

なお、特別整理期間の日程については、教育委員会と協議のうえ決定する。 

蔵書点検の詳細な業務内容については、別紙「蔵書点検期間業務仕様書」を参照の

こと。 

オ 館内外の巡回 

・開館中は定期的に館内外を巡回し、快適な利用環境の維持と利用者の利便性に配

慮すること。 

・携帯電話の使用、飲食、私語等に対しては適切な指導を行い、利用者マナーの向

上を図ること。 

カ 掲示物等の管理 

・持参や郵送等により受領した掲示物等は適正に管理し、内容や時期等に配慮して

適切な掲示を行うこと。期限を過ぎた掲示物等は速やかに撤去すること。 

キ 拾得物・遺失物の管理 

・拾得物や遺失物があった場合は、速やかに利用者に確認を促すとともに、適正に

管理すること。 

ク 学習スペースの利用管理 

・御殿場市立図書館では、２階ホール及び２階会議室（会議等で使用している場合

を除く。）を学習室として開放している。利用受付や利用方法の案内を行うとと

もに、利用が適切になされているか定期的に巡回し、状況確認を行うこと。 

ケ リスニングコーナーの利用管理 

   ・ＡＶ視聴機の利用受付及び操作説明を行うこと。 

コ インターネット用端末（商用データベース含む）の利用管理 

・インターネット用端末（商用データベース含む）の利用受付及び操作説明を行う

こと。 

   サ 図書館の利用制限 

指定管理者は、御殿場市立図書館条例第７条各号に該当する場合は、図書館の利用

を禁止することができる。利用制限の手続き等については、事前に教育委員会と十分
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協議すること。 

ただし、利用制限に関しては、利用者に対して不当な取扱いをしてはならず、利用

者に権限の乱用と受け取られないよう地方自治法第２４４条第２項及び第３項に留

意して行わなければならない。 

② サービスの提供に関する業務 

ア カウンター関連業務に関すること 

  ・館内の総合案内、利用案内、書架案内、催事案内及び近隣施設等の案内 

  ・ＯＰＡＣ等機器の操作説明 

・利用者登録、貸出、返却、閲覧、各種機器利用の受付 

・各種サービス、会議室等の施設利用の受付 

イ 利用者登録に関すること 

  ・利用者カードの発行（新規登録、再発行、停止） 

  ・団体貸出の団体登録・台帳管理 

  ・Ｗｅｂ予約登録・修正、及び完了通知 

・登録事項の変更（ボランティアの有効期限更新を含む。） 

・利用者登録の抹消（死亡等による） 

ウ 貸出・返却・閲覧に関すること 

 ・資料の貸出、返却、返却資料の確認及び配架 

 ・利用者の申出等による貸出期間の延長、再貸出 

 ・市内教育・行政機関やボランティア団体等への貸出 

 ・登録されていない保管資料の特別貸出 

 ・長期延滞者への貸出停止手続き 

 ・館内レファレンス室での図書館資料の閲覧に関する手続き 

エ 予約・リクエスト業務に関すること 

図書館に所蔵している資料の予約や、所蔵していない資料のリクエストの受付や提

供のための手続きを行うこと。なお、リクエストについては、「御殿場市立図書館リ

クエスト処理内規」に沿って行うこと。 

ａ 「リクエスト・予約カード」による受付、内容確認及び所蔵調査 

    ・必要に応じて予約の変更及び取消 

   ｂ 予約処理 

・予約者への連絡、取置期限の設定 

・予約資料の準備 

・取置期限切れ資料の処理 

・Ｗｅｂ予約者への図書館システムの通知及びレファレンス端末送信確認 

 ※現在は、貸出可能な全ての図書館資料について予約することが可能である。 

ｃ リクエスト処理 
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・リクエストされた資料のうち、購入すべき資料の選定を行うこと。資料の選定

については、本仕様書１１（１）を参照のこと。 

・購入すべきでないと判断した資料については、相互貸借が可能であるか確認す

ること。 

・リクエスト不可の場合、その旨を利用者に丁寧に説明すること。 

オ 相互貸借業務に関すること 

相互貸借業務は、静岡県内相互貸借協定加盟館、全国公共図書館協議会加盟館及び

国立国会図書館等と連携して実施するものとする。 

静岡県内相互貸借協定加盟館との相互貸借については、「静岡県公共図書館等の資

料相互貸借に関する協定実施要領」に沿って実施すること。 

他の公立図書館との配送等に日を要することを考慮し、正確さはもとより迅速さを

重視して業務に当たること。 

   カ 富士岡地区図書館業務に関すること 

 御殿場市立図書館から遠方に位置する地区にもサービスを提供することを目的と

し、地域の図書館として市役所富士岡支所の一室に富士岡地区図書館（分室）を置い

ている。 

現在、窓口用端末を１台設置し、資料の貸出・返却、レファレンス等のサービスを

実施している。なお、室内にＯＰＡＣ、インターネット用端末、利用者の複写サービ

スに供する複写機は設置していない。 

また、資料の受入れや装備は、全て御殿場市立図書館で実施している。 

指定管理者が、富士岡地区図書館での業務を行うにあたって、主な留意点を以下に

示す。 

・業務の詳細は本仕様書記載の内容に準じて実施すること。 

・必要に応じて、富士岡支所職員等施設に関係する者の指示に従うこと。 

 ・施設入口のブックポストの管理を行うこと。 

・施設全体の管理は、御殿場市が行う。指定管理者は、図書館部分における日常の

清掃等により美観を維持するよう努めること。 

・御殿場市立図書館と富士岡地区図書館との間の資料回送等の業務については、現

在、支所等配送業務に従事する御殿場市職員が行っているが、急を要する場合等、

必要に応じて指定管理者が回送業務を実施すること。 

カ 移動図書館業務に関すること 

 図書館に足を運ぶことが難しい方々や図書館から離れた地域の方々のために、図書

館資料を積載した移動図書館車ライオンズ号による資料の貸出・返却等のサービスを

実施すること。 

ａ 現在の実施状況（令和４年４月１日現在） 

・巡回期間 ４月から翌３月までの１年を通して実施 
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・巡回箇所 ４０ステーション 

・巡回周期 各ステーション２週間に１回 

※富士山市民のサロンけやきかんは、１週間に１回 

・巡回場所 業務参考資料「移動図書館車ライオンズ号巡回場所及び日程一覧」

を参照 

・巡回体制 運転手外１名の２名体制 

ｂ 業務内容 

  ・移動図書館車の運転・巡回 

  ・各ステーションでの利用者登録、資料の貸出、返却、予約・リクエスト業務等 

  ・移動図書館車用パソコンの管理及びシステム処理 

  ・巡回日程の作成・周知、利用促進のための広報活動及びイベント等の案内 

・移動図書館車の維持管理（車検、定期点検、燃料の給油等） 

    ｃ 移動図書館車の運用及び管理 

車両の運行、駐車等の際は、安全確認を徹底し、事故防止に万全を期すとともに、

交通法規その他関係法令を遵守すること。また、安全な運行及び利用者の快適な利

用のため、車両の点検、清掃等のメンテナンス及び車内の資料整理を適切に行うこ

と。 

運行日誌と整備日誌を作成し、教育委員会に提出すること。 

万一、事故及び車両の損壊が発生した場合は、警察、消防等の関係機関へ速やか

に通報する等適切に対応し、遅滞なく教育委員会に状況を報告すること。また、指

定管理者の攻めに帰すべき事由により、教育委員会又は第三者に損害を与えた場合

は、指定管理者の責任と負担において対応しなければならない。 

    ｄ 運行計画について 

指定管理者は、毎年２月末までに移動図書館の運営体制を含めた次年度の運行計

画を策定し、教育委員会の承認を得ること。 

なお、巡回場所や日程については、現在の実施状況を原則引き継ぐこととするが、

利用者ニーズや図書館サービスの一層の充実を図る目的から、巡回場所の更なる拡

大や変更等を提案することは可能である。その場合は、指定管理者と教育委員会で

協議しながら進めることとする。 

天候・災害等による運行の判断については、指定管理者と教育委員会で協議の上、

決定する。 

キ レファレンスサービス 

貸出サービスのみを優先することなく、レファレンスサービスを図書館サービスに

おいて不可欠のサービスと位置づけ、図書館がその専門性を生かして資料の情報を体

系的に整理し、利用者の問い合わせ・相談に応じるようサービスを充実させることを

基本とする。 
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・レファレンスに必要な参考資料や郷土資料の情報収集に努め、レファレンスに応じ

られる環境を整えるとともに、職員のレファレンスに対応する能力を向上させるた

めの研修を積極的に行うこと。 

・利用者からの課題解決に資するため、図書館窓口や電話、メール等による利用者か

らの問い合わせや相談に対応し、適切な資料や情報の提供、館内案内等を行うこと。 

・図書館での対応が困難な場合は、外部の機関等に協力を依頼して、適切な回答が出

来るよう努めること。必要に応じて、専門機関の案内・紹介等により対応すること。 

・対応したレファレンスの記録について記録票等を用いて残すこと。また、事例によ

る紹介と活用に努めること。 

ク 複写サービス 

著作権法の範囲内において、適正にサービスを行うこと。 

ａ 複写の受付及び利用説明 

利用者が、図書館資料の複写を希望する場合には、著作権法に規定する範囲内

に限られることを事前に十分に説明し、複写申込書の記載内容を確認すること。 

    ｂ 複写機の設定・維持管理 

・利用者の複写サービスに供する複写機は、指定管理者の負担と責任によって調

達すること。また、機器の設置と管理に要する経費（用紙の補充を含む。）は、

指定管理者が負担すること。なお、現在御殿場市立図書館にて使用している利

用者用複写機は、調達時に処分すること。 

・指定管理期間終了後は、指定管理者の負担と責任においてその物件を処理する

こと。 

・利用者から徴収する複写料の実費は、一般的な市場価格と比較して同程度以下

とし、教育委員会の承認を得て決定する。なお、現在は、白黒１枚１０円、カ

ラー１枚５０円を実費徴収している。 

・利用者から徴収する複写料の実費は、指定管理者の収入とする。 

ｃ 領収書の発行 

利用者の希望がある場合は、領収書を発行すること。 

ケ インターネットサービス 

御殿場市立図書館に設置されている２台のインターネット用端末にてインターネ

ットサービスを実施すること。なお、端末のリース契約（リース期間は令和３年３月

１日から令和８年２月２８日まで）は教育委員会が行うが、リース料は指定管理料に

含めることとし、指定管理者が費用を負担すること。 

また、本端末を用いて利用者への電子新聞等の商用データベース閲覧サービスを実

施することとし、最低でも、現在サービスを実施している「静岡新聞プラス日経テレ

コン」は必ず導入すること。 

   ケ デジタル写真利用サービス 
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市史等で使用した郷土関係の写真のデータについて、利用者の求めに応じて閲覧、

複写及び貸出できるようサービスを提供すること。なお、写真データ及び写真データ

が保存されている端末について適切に管理すること。 

コ 図書館の利用に障がいのある方へのサービス 

図書館の利用が困難な利用者に対する支援と、誰もが気軽に図書館を利用できる環

境整備に取り組むこと。なお、図書館に所蔵している録音図書及び点字図書の貸出に

ついて希望があった場合は対応すること。 

サ 物品の販売 

ａ 教育委員会指定図書の販売 

指定管理者は、教育委員会が作成した郷土資料等の販売を行う。なお、販売によ

り得た収入は市の収入とする。代金の徴収事務等の業務については指定管理者と別

に協議する予定である。 

 ｂ 他の物品販売について 

他の物品を販売しようとする場合、事前に教育委員会の承認を得ること。 

③ 広報・統計及び他団体等との連携に関する業務 

ア ホームページ等による広報・啓発業務 

・指定管理者独自で御殿場市立図書館ホームページを用意するとともに、御殿場市

ホームページ内にある御殿場市立図書館ホームページ掲載記事の作成支援を行

うこと。 

・指定管理者独自でフェイスブックやライン等のアカウントを用意し、運営するこ

と。 

イ 市広報誌「広報ごてんば」を活用した取組みの周知・啓発 

ａ 市広報誌「広報ごてんば（毎月５日、２０日発行）」を活用し、図書館で実施す

る取組みを周知・啓発すること。なお、広報誌に掲載する記事の内容については、

指定管理者と教育委員会にて協議し、決定することとする。また、市広報担当課と

の調整は教育委員会が行い、記事原稿の提案及び作成は指定が行うこととする。 

令和３年度に掲載した記事は以下のとおり。 

掲載号 内容 

毎月２０日号 

図書館だより（１ページ） 

※毎月、誌面１ページを使用して「図書館だより」を

発行し、新着図書の紹介等をお知らせしている。 

７月５日号 
夏休みは図書館に行こう！（１／２ページ） 

※課題図書貸出、夏休みイベント案内等 

１０月２０日号 
図書館まつりウィークを開催（１／２ページ） 

※開催イベント案内 
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ウ 統計業務 

  ・日本図書館協会が行う公共図書館調査に対応すること。 

・県立県立中央図書館が行う図書館調査に対応すること。 

・教育委員会が求める図書館利用に関する各種統計を行い、統計資料を作成し、提

出すること。 

・統計資料を整備し、利用状況等に関する問い合わせに対応できるよう努めること。 

・図書館の運営に役立てるよう統計資料を積極的に活用すること。 

エ ボランティア団体や他の関係機関との協働 

図書館は多くのボランティア団体との連携、協働により運営されていることを念頭

に、ボランティアが円滑に活動するための必要な支援や協力をすること。 

現在、活動中の図書館関係ボランティア団体は、以下の３団体である。 

・御殿場市図書館ボランティアの会 

・朗読奉仕グループ くろつぐみの会 

・古文書を読む会 

また、子ども読書活動推進のために、園や学校、保健センター、子ども家庭センタ

ー等の関係する行政機関と連携し、積極的に支援すること。 

オ 御殿場市富士山市民のサロンとの連携 

生涯学習施設である御殿場市富士山市民のサロンけやきかんと相互に連携し、積極

的な事業展開を図ることを期待する。 

現在は、施設内における書籍の充実を図るため除籍資料の寄贈の配架や、移動図書

館の巡回ステーションとしている。 

④ 各種イベント事業の実施 

 市民の読書活動推進を図り、施設の利用を促進するために、指定管理者制度導入以前

から実施している事業を継続して実施することの他、指定管理者自らの企画による自主

的な事業の実施に努めること。特に、学習の成果を活用して行う教育活動等の機会の提

供について、多様な事業展開が必要であるため、積極的な提案を期待する。 

なお、事業の実施に当たっては、事業内容等について事前に教育委員会の承認を得る

こと。また、富士岡地区図書館で事業を実施する場合は、教育委員会の他、関係する機

関と十分な調整を行うこと。 

参加料等を徴収する場合は、事前に教育委員会と相談し、協議のうえで実施すること。

また、講座開催時の講師への謝礼及び各種イベント等の開催に係る費用等については、

指定管理者が負担すること。 

現在実施しており、指定管理後も継続して実施するイベント事業は以下のとおり。 

ア 親子おはなしの会（月 2回） 

本の楽しさや読書への関心を培うことを目的とし、御殿場市立図書館内にある「お

はなしのへや」で、幼児とその親を対象に絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。 
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※現在の開催日は毎月第 2・4水曜日及びこどもの日、文化の日など。 

イ 手作り絵本教室（年 1回） 

絵本の作り方を学び、実際に制作体験することにより絵本製作の魅力を知ってもら

うことを目的とし、世界に一冊だけのオリジナル絵本を作成するための教室を開催す

る。 

ウ 図書館まつり（年 1回） 

１１月３日の文化の日に合わせて、絵本原画展、クイズラリー、折り紙教室等の図

書館の特性を生かした事業を行う。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、参加者の混雑を分散させることを

目的として、令和２年度から開催日を複数日にし、「図書館まつりウィーク」と

して開催している。 

エ 生活フェアへの出展（年１回） 

 市が主催する「生活フェアごてんば」に参加し、図書館の紹介や図書館関連の展示・

移動図書館出張サービス等を行う。 

※「生活フェアごてんば」は、日々のくらしが安全・安心に送れるように様々な知

識や情報を提供している催し。 

オ 小学校・特別支援学校の社会科見学の受入 

 図書館のことをより知ってもらうために、小学生・特別支援学校生の社会科見学の

受入れを行い、図書館の説明や館内の案内を行う。 

   カ 中学生ボランティア・中学生職場体験の受入れ 

中学生の図書館サービスに対する理解を深めることを目的として、図書館業務を体

験してもらう。 

なお、中学生ボランティアの受入方法については、委教育委員会社会教育課で募集

を行い、図書館にて受け入れ、実施内容を決定の上、実施する。また、中学生職場体

験の受入方法については、募集から受入れ、実施までを図書館で行う。 

キ 季節の行事（七夕、クリスマス、ひなまつりなど） 

季節に応じた本の紹介や絵本や紙芝居の読み聞かせを行う等、季節にちなんだテー

マで催しを実施する。 

ク 読書感想文コンクールの課題図書の展示（夏休み期間中） 

夏休みの読書感想文コンクールの課題図書を展示し、夏休み中の課題の支援を行う。 

  ケ 学習相談（夏休み期間中） 

小・中学生の夏休みの宿題や自由研究の相談に応じて、資料を紹介し支援する。 

コ おはなしのへやの壁面装飾（年間） 

  御殿場市立図書館内にある「おはなしのへや」壁面を装飾する。 

サ 文学散歩（年１回） 

文学への理解を深めるため、文学や歴史に関わる地域を訪ねる。 
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シ 文学講座（年１講座） 

日本文学の作品に触れながら、文学への理解や親しみを深め、読書機会を増やすこ

とを目的に、古典文学講座を１講座４回程度開催する。 

ス 統計グラフ教室（年１回） 

夏休みの宿題等の課題に役立てるため、統計グラフの資料収集から作品完成までの

手順及び優秀作品の鑑賞など、基礎的なことを学ぶための教室を開催する。 

セ 親子読書普及事業講演会（隔年） 

活字離れが進んでいる現代、心の栄養となる読書を推進するため、より多くの親子

に「心を育てる読書」の大切さ・楽しみ方等を情報提供することを目的とし、御殿場

市図書館ボランティアの会と協働して適切な講師を招き、講演会を実施する。 

※御殿場市図書館ボランティアの会との連絡及び調整は、教育委員会が行う。 

ソ 地方史研究（3か年） 

御殿場市の歴史研究を推進するための事業の一環として御殿場市教育委員会が発

刊する『地方史研究 御殿場』に掲載する御殿場市の歴史に関する研究論文の募集、

審査、刊行までを３年の間に行う。 

※現在は１５号まで発刊。 

※論文の審査については、教育委員会の指定する審査員に依頼する。 

⑤その他の業務 

ア 御殿場市立図書館協議会の開催 

御殿場市立図書館協議会に関する事務は、教育委員会が所管する。指定管理者にお

いては、事務局として館長または副館長が会議に出席し、報告等を行うこと。 

イ 御殿場市子ども読書活動推進会議の開催 

御殿場市子ども読書活動推進会議に関する事務は、教育委員会が所管する。指定管

理者においては、事務局として館長または副館長が会議に出席し、報告等を行うこと。 

ウ 子ども読書活動推進事業について 

教育委員会では、令和８年度までを計画期間とする「第２次御殿場市子ども読書活

動推進計画」を平成２９年度に策定しており、令和４年４月に中間見直しを踏まえた

改訂を行っている。指定管理者においては、その目的を十分に理解した上で、同計画

の取組内容に沿って事業展開を図るなど、必要な協力を行わなければならない。 

エ ブックスタート事業 

毎月２回、御殿場市保健センターにて実施している「６か月児検診」に際し、ブッ

クスタート事業を行っている。指定管理者は、本事業に係る事務の支援として１名の

職員を派遣し、教育委員会職員と協力して実施すること。 

オ 各種団体への加入 

現在教育委員会が加入している以下の団体へ引き続き加入することとし、加入にあ

たっての年会費等は指定管理料から負担すること。 
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ただし、各団体が解散した場合、会費を徴収しない場合はこの限りではない。 

・日本図書館協会 

・静岡県図書館協会 

カ 静岡県図書館大会への参加 

毎年、静岡県立図書館が主催している図書館大会に参加すること。なお、教育委員

会職員、職員図書館関係ボランティア団体、御殿場市立図書館協議会委員も参加する

ため、申し込みの他、バスの手配や出欠の取りまとめも併せて行うこと。 

キ 庶務事務 

ａ 図書館宛の文書等の収受、責任者や館名による文書の作成・発行を行うととも

に、これらの文書を適切に保管すること。 

ｂ 郵便物の処理・整理を行うこと。 

ｃ 教育委員会が開催する会議等における資料作成の補助や情報提供を行うこと。 

ｄ 教育委員会や外部機関等からの調査・照会に対して、期日までに回答を作成し、

提出・返送すること。 

ｅ 教育委員会や外部機関等から送られたポスターやチラシについて、可能な範囲

で掲示や配布を行うこと。 

ｆ 事務連絡用メールアドレスを設定し、教育委員会に報告すること。 

ｇ 庶務事務に必要なパソコン、プリンター、及びインターネット接続回線は指定

管理者が用意し、要する費用は指定管理者の負担とする。なお、事務室内にある

事務用複写機（リコー社製ＩＭＣ３０００）については常駐する教育委員会職員

が業務に使用する目的で設置しており、要する費用は教育委員会が負担するが、

指定管理者との協議の上、共用での使用も可能とする。 

ク 利用者からの要望や苦情の受付・処理 

利用者からの要望や苦情は、指定管理者において適切に対応するとともに、サービ

スの改善につなげるよう努めること。 

なお、必要に応じて教育委員会に報告すること。 

 

（３）図書館システムの管理運用 

図書館資料の貸出及び返却、蔵書管理、利用者登録等の図書館運営業務について、現在

稼働中の図書館システム（別紙「御殿場市立図書館システム端末機器一覧」を参照）を使

用し、以下の項目に留意して業務に従事すること。なお、図書館システムの機器等は、指

定管理者に無償で貸与する。 

ア 指定管理者は、システムを常時正常に稼働できるよう責任を持って適正に管理すると

ともに、日常点検等を実施しなければならない。 

イ 指定管理業務以外の業務で使用しないこと。 

ウ 指定管理者によるシステムの変更や他のシステムへの接続、ソフトウェアのインスト



- 23 - 

 

ールは、原則として認めない。 

エ 図書館システムの運用については、法令及び市の条例、規則等を遵守すること。特に、

個人情報保護、情報セキュリティの確保については、御殿場市個人情報保護条例及び御

殿場市情報セキュリティポリシー等の規定を遵守すること。 

オ 障害発生時は、速やかにシステム保守業者へ連絡し、復旧に向けて必要な対応を行う

とともに、教育委員会へ状況を報告すること。 

カ 指定管理者の瑕疵により図書館システム等に損害を与えた場合や、個人情報の取扱い

により第三者から損害賠償を請求された場合は、弁償等の対応を速やかに行うこと。 

 

（４）会議室の利用 

① 利用の案内、受付、承認に関すること 

ア 御殿場市立図書館会議室及び和室（以下「会議室等」という。）の利用の受付承認

等にあたっては、御殿場市立図書館条例及び同条例施行規則の規定に基づき、公平な

利用を確保すること。 

イ 利用の受付承認等を行うにあたり、個人情報保護及び多重予約防止に十分留意する

こと。 

ウ 利用承認申請書等の様式については、教育委員会が定める様式を使用し、指定管理

者が準備すること。 

エ 利用承認申請書の受付、利用の承認及び変更の受付、承認の取り消し・利用承認書

の交付、利用料金減免申請書及び利用料金免除申請書の受付、利用料金還付の手続き

等を行うこと。 

② 利用料金の収受等に関すること 

ア 本業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項に定める

利用料金制度により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受すること。 

イ 利用料金は、御殿場市立図書館条例の規定による金額を上限とする。 

ウ 利用料金は、現金納付または金融機関納付による。金融機関納付の場合、振込手数

料は、利用者の負担とする。 

エ 現金納付の場合は、指定管理者が現金の管理を行うこと。 

オ 申請者が、利用取消申請に係る手続きは関係例規の規定に従い、申請者に利用料金

の還付を行うこと。 

 

（５）維持管理業務 

日常的に設備の一般管理業務、運転監視業務、巡視点検保守業務等を実施し、施設を安

全かつ衛生的に維持し、快適さを保つとともに設備の効率的な運用を図ること。 

① 清掃、施設・設備点検等 

図書館の適正な運営のため、日常的な点検はもとより、清掃、施設・設備点検等の保
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守管理及び簡易修繕、庭園管理等を行うこと。なお、本業務については、御殿場市立図

書館を対象としている（富士岡地区図書館は対象としない）。 

ア 日常的な点検 

指定管理者は、図書館を適切に運営するために、日常的に施設の点検を行い、良好

な環境を維持するよう努めること。また、施設を安全かつ安心して利用できるように

施設の保全に努めるとともに、建築物の不具合を発見した場合は、速やかにその改善

が図られるよう適切に対処すること。 

なお、自家用電気工作物については、指定管理者をみなし設置者として、指定管理

者が適切な保守点検を行うこと。 

イ 法令に基づく法定検査業務 

御殿場市立図書館の維持管理のため、実施根拠に基づいて適正な方法で法定検査等

を行うこと。また、異常が生じた際には適切に対処すること。 

ａ 建築物定期検査（実施根拠：建築基準法第１２条） 

ｂ 建築設備定期検査（実施根拠：建築基準法第１２条） 

ｃ 防火設備定期検査（実施根拠：建築基準法第１２条） 

ウ 清掃業務 

図書館敷地及び建物の美観を維持し、公立図書館として衛生的な環境とするため、

日常清掃、定期清掃等の必要な清掃を行うこと。業務内容の詳細については「清掃管

理業務仕様書」を参照すること。 

エ 庭園管理業務 

 御殿場市立図書館敷地内の植栽剪定等業務及び除草作業並びに公園の管理・造営を

行うこと。業務内容の詳細については「庭園等管理業務仕様書」を参照すること。 

オ 施設・設備保守点検業務 

 施設の機能を維持するとともに、利用者が安心して利用できる良好な環境を提供す

るため、施設や設備の保守点検を定期的に行うこと。業務内容の詳細については「御

殿場市立図書館各業務仕様書等一覧」を参照すること。 

 ａ 消防設備保守 

 ｂ 電気保安業務 

 ｃ 自動ドア保守 

 ｄ 機械警備 

 ｅ 空調設備保守 

 ｆ エレベーター保守 

カ その他設備等の保守点検等業務 

 施設内の設備等が正常に機能するように保守点検等を定期的に行うこと。業務内容

の詳細については「御殿場市立図書館各業務仕様書等一覧」を参照すること。 

ａ 写真管理システムソフトウェア保守 
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ａ レジスター保守 

ｂ 清掃用具等借上 

キ 駐車場及び駐輪場管理業務 

 御殿場市立図書館内に設置されている駐車場及び駐輪場について、安全かつ適正に

使用できるよう、以下の業務を実施すること。 

ａ 適時、駐車場及び駐輪場を巡回して車両の状況を把握するとともに、必要に応

じて適切な整理を行うこと。 

ｂ 駐車場及び駐輪場に不具合が生じた場合は、可能な範囲で路面補修や砕石の均

しなど利用者が安全に使用できるよう必要な対応を行うこと。 

ｃ 長期間駐車している自転車については、放置自転車として適切な処理をするこ

と。 

ク 冬季における敷地内管理業務 

ａ 駐車場等の凍結対策に関すること 

凍結の恐れがある場合は、敷地内への凍結防止剤の散布等を適切に行い、利用

者及び車両の安全な通行の確保に努めること。 

ｂ 積雪時の除雪に関すること 

  積雪時は、敷地内の除雪等を行い、利用者及び車両の安全を確保すること。 

② 修繕について 

ア 施設・設備の劣化や破損の未然防止策を講じることで、施設・設備の質の維持向上

と長寿命化を図るため、修繕計画の策定及び修繕業務を行うこと。 

イ 指定期間内の修繕計画の策定及びその修繕計画に必要な概算経費の算定を行うこ

と。 

ウ 毎年度の当初に年間の修繕計画を教育委員会に提出すること。また、２年目以降は

当年度の修繕計画とともに前年度に実施した修繕の概要を教育委員会へ報告するこ

と。 

エ 修繕は、市有物件建物共済に該当するときは、教育委員会が行う場合があるため、

教育委員会とあらかじめ協議すること。経費については、年間１００万円（税抜）以

上計上するものとする。施設・設備については、損耗、劣化及び破損等により損なわ

れた機能を回復させるため、１件３０万円（税抜）以下を対象とした修繕等を速やか

に実施し、施設の美観・機能の保全に努めること。ただし、緊急を要する修繕は、１

件３０万円（税抜）を超えるものについても教育委員会と協議の上、原則として、指

定管理者が実施するものとする。 

オ 指定管理料等により、指定管理者が行なった修繕により結果として資産を取得する

こととなる場合は、その資産は、教育委員会の所有に属するものとする。そのための

所掌事務を対応すること。 
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③ 備品について 

ア 教育委員会が所有し、図書館に配備されている別紙「備品一覧」に記載の備品につ

いては、指定管理業務期間中は、図書館の管理運営のために使用することを条件とし

て指定管理者に無償で貸与する。指定管理者は、「御殿場市財務規則」及び関係例規

の管理方法及び分類等に基づき管理することとし、同規則に定められた備品台帳を備

えて、その保管に係る物品を整理すること。 

イ 教育委員会の所有する備品について、指定管理者の故意または過失により備品等を

毀損滅失したときは、ただちに教育委員会に報告するとともに、これを弁償または指

定管理者の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達する

こと。 

ウ 指定管理者が、指定管理料により購入し所有する備品の所有権は、教育委員会に帰

属する。 

エ 指定管理者が、指定管理料によらず自ら購入し所有する備品の所有権は、指定管理

者に帰属する。指定管理者は、自ら管理規定を作成し、教育委員会の所有する備品と

区別し適切に管理すること。また、指定管理業務終了後は指定管理者が処分、回収し、

現状を回復すること。ただし、協議により教育委員会または教育委員会が定める者に

引き継ぐことができることとする。 

オ 備品を新たに取得する場合、また、備品を廃棄する場合は、あらかじめ教育委員会

と協議すること。 

カ 新たに取得した備品、廃棄した備品については、年度ごとに一覧のデータを作成し、

毎年度末に市へ提出すること。 

キ 行政財産の目的外使用に係る備品は、指定管理者が自己資金で購入すること。 

ク 指定管理者は、任意により備品等のリース契約を締結することができる。ただし、

指定管理業務期間を超えるものについては、教育委員会と協議の後に締結するものと

する。また、指定管理業務終了等に伴い経費負担が生じた場合は、指定管理者が負担

する。 

ケ 備え付けの備品は、別紙「備品一覧」を参照すること。 

④ 消耗品について 

図書館の管理運営に必要な消耗品は、指定管理者の負担により用意し、不足する場合

は適宜補充すること。 

⑤ 新型コロナウイルス等の感染症への対策について 

施設の管理運営やイベント事業等の開催に当たっては、国、静岡県、御殿場市から示

された新型コロナウイルス等の感染症に係る対応方針等に基づき、教育委員会と協議の

上、必要な対策を講じること。 

⑥ 事故への対応、損害賠償について 

指定管理者は施設で発生した事故等への損害賠償等の対応について、次の通り義務を
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負うものとする。 

ア  指定管理者の責めに帰すべき事由により、施設（本市）や第三者に損害を与えた

場合は、指定管理者においてその損害を賠償すること。 

イ  指定管理者は損害保険会社により提供されている施設賠償責任保険に加入し、当

該保険金により損害賠償責任に対応するものとする。保険額は対人補償１億円以上

を標準とする。 

⑦ その他 

ア ＡＥＤの管理 

教育委員会で契約し御殿場市立図書館内の所定の場所に設置しているＡＥＤ（契約

期間は、令和３年６月１日から令和８年５月３１日まで）１機について、適切に管理

を行うこと。なお、管理に要する費用は指定管理料に含んでいるため、指定管理者か

ら事業者に支払うこと。 

イ 光熱水費等の使用に係る支払 

光熱水費、電話料、郵便料、利用者用インターネット回線使用料及び利用者用イン

ターネットプロバイダ利用料については、指定管理料に含んでいるため、指定管理者

から各事業者に支払うこと。なお、常駐する教育委員会職員が使用すると見込まれる

分も指定管理料に含んでいる。 

ウ 長期契約業務の取扱い 

教育委員会で長期契約を締結しており、令和５年４月時点で契約期間が引き続いて

いる業務のうち以下に記載するものの取扱いについては、各業務仕様書に記載した仕

様に基づき、指定管理者の責任において、教育委員会の契約を引き継ぐこととする。 

ａ 電気保安業務（契約期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで） 

ｂ 機械警備（契約期間は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

エ その他 

本仕様書に規定するもののほか、維持管理に関する業務にあたって対応が必要とな

った場合は、誠意をもって対応すること。 

 

（６）新御殿場市立図書館移転に伴う現御殿場市立図書館休館後の業務 

 現御殿場市立図書館は、新御殿場市立図書館への移転に伴い令和７年９月末をもって休

館し、令和７年度末をもって閉館することを予定している。 

現御殿場市立図書館の休館から閉館までの間については、以下の業務を実施すること。 

① 図書館資料の管理 

・逐次刊行物（新聞・雑誌）の処理 

・返却本の処理 

・延滞資料の督促 
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・その必図書館資料の管理に他要な業務 

※新御殿場市立図書館への図書館資料の移転により、令和７年度における蔵書点検業

務は予定していない。 

② 図書館サービスに関する業務 

・富士岡地区図書館の管理運営 

※御殿場市立図書館休館後、２か月間（令和７年１１月末日まで）の開館を予定して

いる。なお、令和７年１２月末日以降は、月に１回程度の清掃等必要なメンテナン

スを実施すること。 

・移動図書館車の管理運営 

※御殿場市立図書館休館後、２か月間（令和７年１１月末日まで）の運行を予定して

いる。なお、令和７年１２月末日以降は、週に１回程度のエンジン始動や月に２回

程度の走行等必要なメンテナンスを実施すること。 

・統計業務 

・文書事務 

・各種会議への出席 

③ 図書館システムの管理運用（令和８年３月末日まで稼働予定） 

④ 維持管理業務 

 継続して施設の維持管理業務を行うこと。 

⑤ その他 

・新御殿場市立図書館指定管理者への業務の引継 

※新御殿場市立図書館指定管理者が、現御殿場市立図書館にて必要な作業を行うため

に事務室等の館内施設を使用することも考えられるため、その際は協力すること。 

 

（７）事業計画書・報告書 

① 毎年度事業計画書を作成・提出業務 

当該指定管理に係る事業計画書を毎年度、開始前日までに提出し、承認を得ること。 

ア 管理運営業務計画、方針（修繕計画等含む） 

   イ 自主事業業務計画、方針 

   ウ 収支予算 

   エ 経費削減の方針 

   オ その他必要な事項 

② 事業報告書の作成・提出業務（利用実績、収支決算書、管理業務報告書、事業報告書

等） 

ア 年度報告書・四半期報告書 

年度報告書を毎会計年度の終了後３０日以内に教育委員会に提出すること。なお、

四半期報告書については、各四半期終了後３０日以内に教育委員会に提出すること。
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報告事項は下記のとおりとするが、必要に応じて協議・変更するものとする。 

ａ 業務の実施状況 

ｂ 施設等の利用状況 

ｃ 自主事業の実施報告 

ｄ 収支状況、実績 

ｅ 利用者からの意見等の把握結果、分析結果、対応状況 

ｆ 業務の実績に対する自己評価 

ｇ その他必要な事項 

イ 業務日報 

利用者及び管理運営業務の実施状況等を記載した業務日報を作成し、教育委員会が

指定する期間保管し、求めがあった場合は提出すること。 

③ 利用状況については、日別、月別及び年度合計等を記した業務報告書を作成すること。 

④ 施設修繕等施設管理に係る業務を実施した場合は、業務書の作成を行うこと。 

⑤ 毎年度同一の様式で報告書を作成すること。教育委員会から求めがある場合には、そ

の求めに沿った様式で作成すること。 

⑥ その他、所要の報告書、統計等の資料作成及び提出を教育委員会から求められた場合

は、迅速に行うこと。 

 

（８）環境に配慮した取組 

御殿場市環境マネジメントシステムの理念、方針に基づき、環境に配慮した管理運営、

事業開催を行うこと。 

 

（９）業務の委託 

個別の業務について第三者へ委託することは差し支えないが、すべての業務を一括して

第三者へ委託してはならない。管理上、専門的な業務については再委託を行う場合は、事

業計画書にその旨を記載するとともに、事業収支計画書に必要な経費を計上すること。 

なお、再委託する場合は、御殿場市の経済及び地域活性化のため、市内業者の活用に配

慮すること。 

 

（１０）緊急時対応及び防犯・防災対策 

① 危機管理マニュアル、緊急連絡網等を作成し、教育委員会へ提出すること。また、マニ

ュアルは年度毎に見直しを行い、定期的に従業員を指導し、年１回以上訓練を行うこと。 

② 地震が発生し、市内において震度４以上の震度を観測した場合は、管理者は身の回りの 

安全確認後、速やかに施設の損害、安全確認を行い、状況を教育委員会に報告すること。 

③ 地震が発生し、市内において震度５以上の震度を観測した場合は、館内に人がいる場合 

は、速やかに館外へ避難誘導すること。 
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④ 日常より、業務体制の把握、有事の際の連携手段や手続きにおける訓練等を実施して確

認し、指揮・命令・報告・相談等に備えること。 

  また、消防本部と連携し、火災出動、救助等の際には利用者の安全確保に努めること。 

 

（１１）喫煙に関すること 

 健康増進法の規定に基づき、敷地内及び館内は禁煙とする。 

 

（１２）その他の業務 

① 指定期間終了にあたっての引継業務 

② 適切な広報、調査を行うなど、施設の利用促進を積極的に図る業務  

③ その他、図書館の管理上、教育委員会が必要であると認める業務を行うこと。 

 

１２ 経費等について 

（１）会計年度は４月１日から翌年３月３１日とする。 

（２）会計報告について 

団体自体の収支決算とは別に、御殿場市立図書館の管理運営、事業開催に関してのみの、

収支決算書を作成すること。当該指定管理期間においての決算書の科目と様式は毎年度同

一のものを必ず使用すること。 

（３）経理規程 

指定管理者は、経理規程を策定し、経理事務を行うこと。 

（４）立入検査について 

教育委員会は必要に応じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等検査のため立入調査を行

う。指摘事項等には誠意を持って対応し、改善・提案を実施すること。 

（５）委託料等について 

物品購入や業務委託等において、複数の企業及び店舗から見積もりを取り、競争原理を

働かせて経費の縮減を図ること。 

 

１３ 指定管理者が賠償責任を負う範囲 

指定管理者は、図書館の管理業務の履行に当たり、指定管理者の責めに帰すべき事由によ

り教育委員会又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 

１４ 行政財産目的外使用許可 

行政財産目的外使用許可に関する業務については、指定管理業務には含まない。なお、指

定管理者は、市の許可があった場合、その指示に従うこと。 

ただし、指定管理業務期間中は、指定管理者を使用者とすることができる。 
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公募時点で許可をしているもの一覧 

使用目的 使用者 使用場所 光熱水費等の負担者 期間 

自動販売機 伊藤園 
御殿場市立

図書館入口 

使用者（伊藤園） 

※小メータで計測し、教育委員

会が使用者に請求 

R4.4.1～ 

R5.3.31 

 

１５ 情報の公開 

指定管理者が職務において作成し、または取得した管理施設に関する文書等について、指

定管理者は、その公開に努めるなど御殿場市公文書公開条例を遵守しなければならない。 

 

１６ 文書等の管理・保存 

指定管理者がその業務に伴い作成し、または受領する文書等は、御殿場市文書管理規程に

準じて、文書等の適正な管理・保持について、必要な措置を講じるものとし、その内容を必

要に応じて教育委員会へ提供すること。 

また、指定期間終了時には、教育委員会の指示に従って当該文書等を引き渡すこと。 

 

１７ 指定の取消等 

「御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」第１４条による。 

「御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」第１４条 

市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定の取消

し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

(1)この条例及び指定管理者が管理する公の施設の設置及び管理に関して  

規定する条例又はこれらの条例に基づく規則等に違反したとき。  

(2)虚偽その他不正な手段により管理を行ったとき。  

(3)前 2 号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により  

公の施設の管理を継続するに適当でないと認めるとき。  

 

１８ 業務を実施するに当たっての注意事項 

業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

（１）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に

有利または不利となる運営をしないこと。 

（２）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要領等を別に定める場合は、教育委員会

と協議を行うこと。 

（３）各種規程等がない場合は、教育委員会の諸規程に準じて、業務を実施すること。 

（４）その他、本仕様書に記載のない事項については、教育委員会と協議を行うこと。 
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１９ モニタリング及び利用者アンケートの実施 

指定管理者は、利用者の利便性の向上等の観点から、自主事業及び日常利用の中で、利用

者アンケートやモニタリングにより、施設利用者の意見・苦情等を聴取し、その結果及び業

務改善への反映状況を教育委員会へ報告すること。 

（１）利用者アンケート 

指定管理者は、利用者アンケートを積極的に行い、年間最低５００件以上回収すること。 

（２）定期モニタリング等 

定期モニタリングを年１回行う。その他、必要と認めた時に、教育委員会が随時モニタ

リングを行う。なお、教育委員会が定める図書館関連機関、団体、住民等に要請し、教育

委員会と共にモニタリングを行う場合もある。 

（３）業務の基準が低下した場合の措置 

事業評価の結果、指定管理者の業務が仕様書に規定した内容を満たしていないと教育委

員会が判断した場合、是正勧告を行い、改善が見られない場合は、指定を取り消すことが

ある。指定を取り消す場合、指定管理者の損害に対し、教育委員会は賠償を負わない。ま

た、取り消しに伴う教育委員会の損害について、指定管理者に損害賠償請求を行う事があ

る。 

 

２０ その他 

指定管理者は、指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なく図書館の業務を遂行

できるよう引き継ぐこと。 

指定管理者は、仮協定書を締結した日から令和５年３月末日までの間に、令和５年４月１

日からの業務開始に支障のないよう引継ぎを完了すること。引継ぎ及び準備業務のための業

務契約は行わない。 

また、その経費については選定された指定管理者の負担とする。      

なお、指定管理者は次回の指定管理者公募等の際には、教育委員会の求めに応じて資料作

成、資料収集に速やかに協力すること。 
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御殿場市立図書館各業務仕様書等一覧 

１ 蔵書点検期間業務仕様書 

２ 清掃管理業務仕様書 

３ 庭園等管理業務仕様書 

４ 消防設備等保守点検業務仕様書 

５ 自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

６ 自動ドア保守点検業務仕様書 

７ 機械警備業務仕様書 

８ 空調設備保守管理業務仕様書 

９ エレベーター保守点検業務仕様書 

１０ 写真管理システム保守点検業務 

１１ 窓口用レジスター保守点検業務仕様書 

１２ 清掃用具借上業務仕様書 

１３ 法定検査等一覧表 

 

◎参考資料 

１ 御殿場市立図書館利用実績資料 

（管理運営事業支出明細、歳入決算・歳出決算、光熱水費一覧、修繕実績一覧、業務委託

料及び賃借料実績一覧、移動図書館車給油量・走行距離及び維持費用一覧、収入実績

一覧、事業・展示実績一覧、会議室・和室利用実績一覧、入館者数・貸出冊数・蔵

書数等一覧） 

 ２ 御殿場市立図書館業務参考資料 

（移動図書館車ライオンズ号巡回場所及び日程一覧、システム端末機器一覧、資料収集方

針、資料選定基準、資料除籍基準、リクエスト処理内規） 

３ 備品一覧・リース物品一覧 

◎ 添付書類 

１ 御殿場市立図書館条例及び施行規則 

２ 御殿場市個人情報保護条例及び施行規則 

３ 御殿場市行政財産の目的外使用に関する条例 

４ 第２次御殿場市子ども読書活動推進計画（改訂版） 


